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 は じ め に  

 

これまでにも当市では、第１次・第２次行政改革大綱とその推進計画を策定し、行政改革

に努めてきました。現行の第２次行政改革大綱と推進計画は、平成１８年度をもって終了と

なりますが、これまで事務事業の見直しや、職員数の削減等、一定の成果を上げてきていま

す。 

  一方、わが国は、高齢社会、人口減少の時代を迎えています。このため、今後、税収は大

きな伸びが期待できない中で、市に課せられる課題やニーズはより一層増大していくことが

予想されます。 

  また、今後、数年以内に新しい地方分権一括法が制定され、第２次地方分権改革として、

地方に新たな権限が委譲されることにより、地方自治体の責任は一層重いものになると言わ

れています。 

 このような高齢化、人口減少、そして更なる地方分権の時代においては、これまで以上に

経費を節減し、効率的な行政運営を徹底するために、行政の役割を再検討し、限られた資源

を集中して投入して行く必要があります。 

 このため、一層の行政改革を推進していくことを目的として、新たに「東大和市第３次行

政改革大綱」及び「推進計画」を策定しました。 

  第２次行政改革大綱の推進計画では、項目数が１５０項目と多岐に渡り、焦点が明確でな

かったため、第３次行政改革大綱の策定に当たっては、優先的に実施すべき項目を選別し、

６５項目としています。 

 また、本来、東大和市第三次基本計画を受けて策定される分野別個別計画の中に挙げられ

るべき項目については、それらの計画に委ねることとし、今回の第３次行政改革大綱推進計

画には掲載しておりません。 

 今後は、本大綱及び推進計画に掲げる基本的な考えをもって、行政改革に努めていくこと

になります。 

なお、「大綱」は行政改革の方向性や基本目標及び改革課題を示し、「推進計画」は「大綱」

の改革課題を実現していくための実施計画としての性格を持ちます。 
  また、第２次行政改革大綱策定時には、大綱とは別に「行政改革大綱推進計画」、「定員適

正化計画」及び「財政健全化計画」をそれぞれ別冊として策定していましたが、いずれも一

体となって行政改革を進めていくものであることから、第３次行政改革大綱においては、上

記３計画とも、一体のものとして作成しています。 
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